
船舶事故調査報告書 

令和元年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年６月２８日 １９時２０分ごろ 

発生場所 静岡県静岡市清水港袖師
そ で し

第１ふ頭７号岸壁 

 清水港外防波堤南灯台から真方位２９５°９２０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０１.９′ 東経１３８°３０.６′） 

事故の概要  コンテナ船GLORY
グローリー

 TIANJIN
ティアンジン

は、出港操船中、また、引船富嶽
ふ が く

丸は、

GLORY TIANJIN の出港支援作業中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年７月１１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 GLORY TIANJIN（中華人民共和国香港特別行政区

籍）、９,９５２トン 

９７５４７７１（ＩＭＯ番号）、GLORY TIANJIN SHIPPING 

CO.,LTD 

Ｂ 引船 富嶽丸、１９８トン 

   １３４４４７、清水埠頭株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、船長免状（中華人民共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に破口及び擦過傷 

Ｂ 左舷船首部ビットの脱落 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１９時０４分ごろ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１８人（全員中華人民共和国籍）が乗り組み、

右舷船尾部にＢ船のタグラインを取り、船長Ａの操船により、清水港

袖師ふ頭の岸壁を左舷着けの状態から離岸して同ふ頭南東方の海域ま

で後進した後、Ｂ船に船尾を右方に引かせて左回頭を行った。 

Ａ船は、船長Ａが、船長Ｂに、引くのを停止させてタグラインを放

す旨を伝え、タグラインを放したのちに左舵２０°として主機を極微

速力前進とし、清水港の港口に向けて左回頭しながら前進したとこ

ろ、右舷船尾部がＢ船の左舷船首部に衝突した。 

船長Ａは、左回頭を開始した際、Ｂ船がＡ船の右舷船尾部に接近し

ていることを確認していなかった。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、Ａ船の右舷船尾部にタグライ

ンを取って出港支援作業中、船長Ａからタグラインを放す旨の連絡を

受けた後、船長Ｂが、放されたタグラインがＡ船のプロペラに巻き込



まれないようウインチでタグラインを巻き込みながらＡ船の右舷船尾

部に接近し、左舷船首部が左回頭を始めたＡ船の船尾部に衝突した。 

分析  Ａ船は、出港操船中、船長Ａが、Ｂ船が右舷船尾部に接近している

ことに気付かずに左回頭を開始したことから、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

 Ｂ船は、Ａ船の出港支援作業中、船長Ｂが、船長Ａと操船情報を共

有しない状態でタグラインがＡ船のプロペラに巻き込まれないよう同

ラインをウインチで巻き込みながらＡ船の船尾部に接近したことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、日没後の薄明時、Ａ船が出港操船中、Ｂ船がＡ船の出港

支援作業中、船長Ａが、Ｂ船が右舷船尾部に接近していることに気付

かずに左回頭を開始し、また、船長Ｂが、船長Ａと操船情報を共有し

ない状態でタグラインがＡ船のプロペラに巻き込まれないよう同ライ

ンをウインチで巻き込みながらＡ船の船尾部に接近したため、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・貨物船の船長等は、引船の支援を受けて操船する場合、引船に主

機及び舵の使用状況等の操船情報を提供し、周囲の確認を適切に

行うこと。 

 ・引船の船長等は、貨物船の操船支援を行う場合、貨物船の船長と

操船情報を共有して操船支援に当たり、タグラインがプロペラに

巻き込まれるおそれがある際には、速やかに貨物船に連絡するこ

と。 

 


